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【 調査結果の概要】  

１   農林業経営体 

（ １ ） 農林業経営体数 

   ～ 農林業経営体は 31, 473 経営体 ～ 

令和７ 年２ 月１ 日現在の農林業経営体は 31,473 経営体で、 ５ 年前（ 令和２ 年

調査。 以下同じ 。 ） に比べて 11,443 経営体（ 26.7％） 減少し た。  

こ のう ち、 農業経営体は 31,299 経営体、 林業経営体は 517 経営体と なり 、 ５

年前に比べてそれぞれ 11,299 経営体（ 26.5％） 、 260 経営体（ 33.5％） 減少し た。 

なお、 農林業経営体数及び農業経営体数を都道府県別でみる と 、 本県はそれ

ぞれ全国４ 位である 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１  農林業経営体数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注： 農業経営と 林業経営を 合わせて営んでいる 経営体は、 農業経営体と 林業経営体にそれぞれ 

含ま れる ため、 農業経営体数と 林業経営体数の合計と 農林業経営体数は一致し ない。  
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２   農業経営体 

（ １ ） 組織形態別経営体数 

    ～ 法人化し ている 農業経営体が増加 ～ 

農業経営体を組織形態別にみる と 、 法人化し ている 農業経営体は 758 経営体

と なり 、 ５ 年前に比べて 2 経営体（ 0.3% ) 増加し た。  

こ のう ち、 農事組合法人は 86 経営体で 39 経営体（ 31.2％） 、 各種団体は 33

経営体で 31 経営体（ 48.4％） 減少し たが、 会社は 570 経営体、 その他の法人は

69 経営体と なり 、それぞれ５ 年前に比べて 68 経営体（ 13.5％） 、4 経営体（ 6.2% ）

増加し た。  

 

表２  組織形態別農業経営体数 
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（ ２ ） 経営耕地面積規模別経営体数 

   ～ 経営耕地面積 20ha 以上の農業経営体が増加 ～ 

経営耕地面積規模別に農業経営体を みる と 、 「 0.5～1.0ha 未満」 が 7,847 経営

体（ 構成比 25.1％） と 最も 多く 、 次いで「 1.0～1.5ha 未満」 の 4,987 経営体（ 構

成比 15.9％） 、 「 0.3～0.5ha 未満」 の 3,896 経営体（ 構成比 12.4％） の順と なっ

ている 。  

ま た、 0.3ha 以上 20.0ha 未満の各階層は５ 年前に比べていずれも 減少し たが、

0.3ha 未満及び 20.0ha 以上の各階層は５ 年前に比べて増加し ている 。  

 

表３  経営耕地面積規模別経営体数 
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（ ３ ） 経営耕地の状況 

   ～ 経営耕地面積は 83, 988ha ～ 

農業経営体の経営耕地面積は 83,988ha で５ 年前に比べて 11,258ha（ 11.8％）

減少し た。  

こ のう ち田は 65,727ha で 9,323ha（ 12.4％） 、畑は 14,586ha で 1,334ha（ 8.4％） 、

樹園地は 3,674ha で 603ha（ 14.1％） 、 それぞれ減少し た。  

ま た、 農業経営体の経営耕地面積のう ち借入耕地面積は 39,705ha と なり 、 ５

年前に比べて 4,373ha（ 12.4％） 増加し た。  

なお、 経営耕地のある １ 経営体当たり の経営耕地面積は 2.7ha と なり 、 ５ 年前

に比べて 0.4ha 増加し た。  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４  農業経営体の経営耕地の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２  農業経営体の経営耕地面積と １ 農業経営体当たり の経営耕地面積 

経営耕地のある  

１ 農業経営体 

当たり の経営 

耕地面積 

(ha) 
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（ ４ ） 農産物販売金額規模別経営体数 

農産物販売金額規模別に農業経営体をみる と 、「 100～300 万円未満」 が 8,044

経営体（ 構成比 25.7％） と 最も 多く 、 次いで「 50 万円未満」 の 6,569 経営体（ 構

成比 21.0％） 、 「 50～100 万円未満」 の 5,518 経営体（ 構成比 17.6％） の順と な

っている 。  

 

表５  農産物販売金額規模別経営体数 
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（ ５ ） 農産物販売金額 1 位の部門別経営体数 

農産物販売金額 1 位の部門別に農業経営体の構成割合をみる と 、 「 稲作」 が

71.4％と なり 最も 多く 、 次いで「 果樹類」 が 10.0％、 「 露地野菜」 が 6.1％と な

った。  

 

表６  農産物販売金額 1 位の部門別経営体数 
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（ ６ ） 農業所得依存度別経営体数（ 旧主副業別経営体数） （ 個人経営体）  

    ～ 68. 5％が副業的経営体 ～ 

農業経営体のう ち個人経営体は 30,401 経営体で、 ５ 年前に比べて 11,270 経営

体（ 27.0％） の減少と なった。  

個人経営体を主副業別にみる と 、主業経営体は 5,646 経営体で、５ 年前に比べ

て 1,685 経営体（ 23.0％） の減少、 準主業経営体は 3,944 経営体で 3,432 経営体

（ 46.5％） の減少、 副業的経営体は 20,811 経営体で 6,153 経営体（ 22.8％） の減

少と なった。  

こ の結果、個人経営体の農業経営体に占める 割合は、主業経営体が 18.6％（ ５

年前に比べて 1.0 ポイ ント 増加） 、 準主業経営体が 13.0％（ ５ 年前に比べて 4.7

ポイ ント 減少） 、 副業的経営体が 68.5% （ ５ 年前に比べて 3.8 ポイ ント 増加） と

なった。  

 

表７  農業所得依存度別経営体数（ 旧主副業別経営体数） （ 個人経営体）  
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（ ７ ） 基幹的農業従事者数（ 個人経営体）  

   ～ 基幹的農業従事者の平均年齢は 69 歳 ～ 

基幹的農業従事者（ 普段の仕事と し て主に自営農業に従事し ている 者） は

37,260 人で５ 年前に比べて 14,339 人（ 27.8％） 減少し 、 年齢別にみる と 、 ５ 年

前に比べて「 45 歳～49 歳未満」 の階層を除く 、 いずれの階層も 減少し た。  

ま た、 基幹的農業従事者の平均年齢は 69 歳で５ 年前と 同じ であっ た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表８  基幹的農業従事者数（ 個人経営体）  
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３  林業経営体 

（ １ ） 保有山林面積規模別林業経営体数 

  ～ 林業経営体は 517 経営体 ～ 

林業経営体は 517 経営体で、 保有山林面積規模別に林業経営体の構成割合をみ

る と 、 「 5~10ha 未満」 が 22.8% （ 118 経営体） 、 次いで「 10~20ha 未満」 が 20.5%

（ 106 経営体） 、 「 3~5ha 未満」 が 18.0% （ 93 経営体） と なった。  

 

表９  保有山林面積規模別林業経営体数 
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４  参考表 

（ １ ） 農業経営体の経営耕地面積規模別面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 林業経営体の組織別経営体数 
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【 調査の概要】

１ 調査の目的

2025年農林業セン サス は、 我が国の生産構造、 就業構造及び農山村等の農林業を と り ま く 実態を 明ら か

にする と と も に、 我が国の農林行政の推進に必要な基礎資料を 整備する こ と を 目的と し て実施し た。

２ 調査期日

令和７ 年２ 月１ 日現在で実施し た。

３ 調査の対象

７ 用語の解説「（ １ ） 農林業経営体」 に該当する 範囲を調査の対象と し た。

４ 調査の対象地域の範囲

2025年農林業センサス では、 本県全域を 対象に調査を 実施し た。

５ 調査方法

農林水産省－都道府県－市区町村－指導員－調査員の調査系統で、 統計調査員が、 調査対象に対し 調査

票を 配布・ 回収する 自計調査（ 被調査者が自ら 回答を 調査票に記入する 方法） の方法によ り 行った。 その

際、 調査対象から 面接調査（ 他計報告調査） の申出があっ た場合には、 統計調査員によ る 調査対象に対す

る 面接調査（ 他計報告調査） の方法を と っ た。

なお、 調査対象の協力が得ら れる 場合は、 オンラ イ ン によ り 調査票を 回収する 方法も 可能と し た。

ただし 、 家畜伝染病の発生等に起因し て統計調査員の訪問が困難な場合は、 郵送によ り 調査票を 配布、

回収する 方法も 可能と し た。

６ 利用上の注意

( 1) 本書では、 2025年農林業セン サス のう ち本県が実施し た農林業経営体調査の概要を 掲載し ている 。

( 2) 本書の数値は、 確定値ではなく 概数値である 。
なお、 確定値は令和８ 年３ 月以降に公表する 予定である 。

( 3) 統計数値については、 集計値の原数を 四捨五入し ており 、 合計と 内訳の計が一致し ないこ と がある 。

( 4) 表中に使用し た符号は、 次のと おり である 。
「 ０ 」 は、 単位に満たないも の( 例： 0. 1ha → 0ha)
「 ―」 は、 調査は行ったが、 事実のないも の
「 …」 は、 事実不詳又は調査を欠く も の
「 △」 は、 負数又は減少し たも の
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７ 用語の解説

( 1) 農林業経営体

農林業経営体 農林産物の生産を 行う か又は委託を 受けて農林業作業を 行い、 生産又は作業

に係る 面積・ 頭羽数が、 次の規定のいずれかに該当する 事業を 行う 者をいう 。

( 1) 経営耕地面積が30ａ 以上の規模の農業

( 2) 農作物の作付面積又は栽培面積、 家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、 そ

の他の事業の規模が次の農林業経営体の基準以上の農業

①露地野菜作付面積 15 ａ

②施設野菜栽培面積 350 ㎡

③果樹栽培面積 10 ａ

④露地花き 栽培面積 10 ａ

⑤施設花き 栽培面積 250 ㎡

⑥搾乳牛飼養頭数 １ 頭

⑦肥育牛飼養頭数 １ 頭

⑧豚飼養頭数 15 頭

⑨採卵鶏飼養羽数 150 羽

⑩ブロ イ ラ ー年間出荷羽数 1, 000 羽

⑪その他 調査期日前１ 年間における 農業生産物の

総販売額50万円に相当する 事業の規模

( 3) 権原に基づいて育林又は伐採（ 立木竹のみを 譲り 受けてする 伐採を 除く 。）

を 行う こ と ができ る 山林（ 以下「 保有山林」 と いう 。） の面積が３ ha以上の規

模の林業（ 調査実施年を 計画期間に含む「 森林経営計画」 を 策定し ている 者

又は調査期日前５ 年間に継続し て林業を 行い、 育林若し く は伐採を 実施し た

者に限る 。）

( 4) 農作業の受託の事業

( 5) 委託を 受けて行う 育林若し く は素材生産又は立木を 購入し て行う 素材

生産の事業（ ただし 、 素材生産については、 調査期日前１ 年間に200㎥以

上の素材を 生産し た者に限る 。）

農業経営体 農林業経営体の規定のう ち( 1) 、 ( 2) 又は( 4) のいずれかに該当する 事業を 行

う 者を いう 。

林業経営体 農林業経営体の規定のう ち( 3) 又は( 5) のいずれかに該当する 事業を 行う 者を

いう 。

個人経営体 個人（ 世帯） で事業を 行う 経営体を いう 。 なお、 法人化し て事業を 行う 経営

体は含ま ない。

団体経営体 個人経営体以外の経営体をいう 。
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( 2) 組織形態別

法 人 化 し て い 農林業経営体のう ち、 法人化し て事業を行う 者を いう 。

る

（ 法人経営体）

農事組合法人 農業協同組合法（ 昭和22年法律第132号） に基づき 、「 組合員の農業生産につ

いての協業を 図る こ と によ り その共同の利益を 増進する こ と 」 を 目的と し て設

立さ れた法人をいう 。

会社 次のいずれかに該当する も のを いう 。

株式会社 会社法（ 平成17年法律第86号） に基づき 、 株式会社の組織形態をと っ ている

も のをいう 。 なお、 会社法の施行に伴う 関係法律の整備等に関する 法律（ 平成

17年法律第87号） に定める 特例有限会社の組織形態をと っ ている も のを含む。

合 名 ・ 合 資 会社法に基づき 、合名会社又は合資会社の組織形態をと っ ている も のをいう 。

会社

合同会社 会社法に基づき 、 合同会社の組織形態をと っている も のを いう 。

相互会社 保険業法（ 平成７ 年法律第105号） に基づき 、 保険会社のみが認めら れてい

る 中間法人であり 、 加入者自身を 構成員と する こ と から 、 お互いが構成員のた

めに保険業務を行う 団体を いう 。

各種団体 次のいずれかに該当する も のを いう 。

農協 農業協同組合法に基づき 組織さ れた組合で、 農業協同組合、 農業協同組合の

連合組織（ 経済連等） が該当する 。

森林組合 森林組合法（ 昭和53年法律第36号） に基づき 組織さ れた組合で、 森林組合、

生産森林組合、 森林組合連合会が該当する 。

そ の 他 の 各 農業保険法（ 昭和22年法律第185号） に基づき 組織さ れた農業共済組合や農

種団体 業関係団体、 又は森林組合以外の組合等の団体が該当する 。 林業公社（ 第３ セ

ク タ ー） も こ こ に含める 。

その他の法人 農事組合法人、 会社及び各種団体以外の法人で、 公益法人、 宗教法人、 医療

法人、 Ｎ Ｐ Ｏ 法人など が該当する 。

地 方 方 公 共 団 地方公共団体と は、 都道府県、 市区町村を いう 。

体・ 財産区 財産区と は、 地方自治法（ 昭和22年法律第67号） に基づき 、 市区町村の一部

で財産を 有し 、 又は公の施設を 設け、 当該財産等の管理・ 処分・ 廃止に関する

機能を 有する 特別地方公共団体をいう 。
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( 3) 農業経営体

ア 土地

経営耕地 調査期日現在で農林業経営体が経営し ている 耕地（ けい畔を 含む田、 樹園地及

び畑） を いい、 自ら 所有し 耕作し ている 耕地（ 自作地） と 、 他から 借り て耕作し て

いる 耕地（ 借入耕地） の合計である 。 土地台帳の地目や面積に関係なく 、 実際の地

目別の面積と し た。

経営耕地の取り 扱い方

( 1) 他から 借り ている 耕地は、 届出の有無に関係なく 、 ま た、 口頭の賃借

契約によ る も のも 、 全て借り 受けている 者の経営耕地（ 借入耕地） と し

た。

( 2) 請負耕作や委託耕作など と 呼ばれる も のであっ ても 、 実際は一般の借

入れと 同じ と 考えら れる 場合は、 その耕地を 借り 受けて耕作し ている 者

の経営耕地（ 借入耕地） と し た。

( 3) 耕起又は稲刈り 等のそれぞれの作業を 単位と し て、 作業を 請け負う 者

に委託し ている 場合は、 その耕地は委託者の経営耕地と し た。

( 4) 委託者が、 収穫物の全てを も ら い受ける 契約で、 作物の栽培一切を 人

に任せ、 その代わり あ ら かじ め決めてあ る 一定の耕作料を 相手に支払う

場合は、 その耕地は委託者の経営耕地と し た。

( 5) 調査期日前１ 年間に１ 作し か行われなかっ た耕地で、 その１ 作の期間

を 人に貸し 付けていた 場合は、 貸し 付けた者の経営耕地と はせず、 貸付

耕地（ 借り 受けた側の経営耕地） と し た。 なお、「 ま た小作」 し ている 耕

地も 、「 ま た小作し ている 農家」 の経営耕地（ 借入耕地） と し た。

( 6) 共有の耕地を 割地と し て各戸で耕作し ている 場合や、 河川敷、 官公有

地内で耕作し ている 場合も 経営耕地（ 借入耕地） と し た。

( 7) 協業で経営し ている 耕地は、 自分の土地であっ ても 、 自ら の経営耕地

と はせず、 協業経営体の経営耕地と し た。

( 8) 他の市区町村や他の都道府県に通っ て耕作（ 出作） し ている 耕地でも 、

全てその農林業経営体の経営耕地と し た。 し たがっ て、 ○○県や○○町

の経営耕地面積と し て 計上さ れている も のは、 その県や町に居住し てい

る 農林業経営体が経営し ている 経営耕地の面積であり 、 いわゆる 属人統

計である こ と に留意する 必要がある 。

耕地の取り 扱い方

( 1) 耕地面積には、 けい畔を 含めた。 棚田など でけい畔がかなり 広い面積

を 占める 場合には、 本地面積の２ 割に当たる 部分だけを 田の面積に入れ

（ 斜面の面積ではなく 、 水平面積を 入れる 。）、 残り の部分については耕

地以外の土地と し た。

( 2) 災害や労力の都合など で調査期日前１ 年間作物を栽培し ていなく ても 、

こ こ 数年の間に再び耕作する 意思のある 土地は耕地と し た。

し かし 、 こ こ 数年の間に再び耕作する 意思のない土地は耕地と はし な

かっ た。

( 3) 新し く 開墾し た土地は、 は種でき る よ う に整地し た状態になっ ていて
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も 、 調査期日ま でに１ 回も 作付けし ていなければ耕地と はし なかった。

( 4) 宅地内でも １ ａ 以上ま と ま っ た土地に農作物を 栽培し ている 場合は耕

地と し た。

( 5) ハウ ス 、 ガラ ス 室など の敷地は耕地と し た。

ま た、 コ ンク リ ート 床など で地表から 植物体が遮断さ れている 場合や、

き のこ 栽培専門のも のの敷地は耕地と はし なかっ た。 ただし 、 農地法第

43条に基づき コ ンク リ ート 床など 転換し た農地は耕地と し た。

( 6) 普通畑に牧草を 作っ ている 場合は耕地と し た。 ま た、 林野を 耕起し て

作っ た牧草地（ いわゆる 造成草地） も 耕地と し た。

なお、 施肥・ 補はんなど の肥培管理を し ている 牧草栽培地は、 は種後

何年経過し ていても 耕地と し 、 肥培管理を やめていて近く 更新する こ と

が確定し ていないも のは耕地以外の土地と し た。

( 7) 堤防と 河川・ 湖沼と の間にある 土地に作物を 栽培し ている 場合は耕地

と し た。

( 8) 植林用苗木を 栽培し ている 土地は耕地と し た。

( 9) 肥培管理を 行っ ている たけのこ 、 く り 、 く る み、 山茶、 こ う ぞ、 みつ

ま た、 はぜ、 こ り やな ぎ、 油桐、 あべま き 、 う る し 、 つばき など の栽培

地は耕地と し た（ 刈敷程度は肥培管理と みなさ ない。）。

田 耕地のう ち、 水を たたえる ためのけい畔のある 土地を いう 。

水を たたえる と いう こ と は、 人工かんがいによ る も のだけではなく 、 自然に

耕地がかんがいさ れる よ う なも のも 含めた。 し たがっ て、 天水田、 湧水田など

も 田と し た。

( 1) 陸田（ も と は畑であっ たが、 現在はけい畔を 作り 水を たたえる よ う に

し てあ る 土地やたん水のためビ ニールを 張り 水稲を 作っ ている 土地） も

田と し た。

( 2) ただし 、 も と は田であっ てけい畔が残っ ていても 、 果樹・ 桑・ 茶など

永年性の木本性周年植物を栽培し ている 耕地は田と せず樹園地と し た。

ま た、 同様にさ と う き びを 栽培し ていれば普通畑と し た。

なお、 水を たたえる ためのけい畔を 作ら ず畑地にかんがいし ている 土

地は、 たと え水稲を 作っ ていても 畑と し た。

畑 耕地のう ち田と 樹園地を 除いた耕地をいう 。

なお、 焼畑、 切替畑（ 林野で抜根せず、 火入れによ り 作物を 栽培する 畑及び

畑と 山林を輪番し 、 切り 替えて利用する 畑） など 不安定な土地も 畑と し た。

樹園地 木本性周年作物を規則的又は連続的に栽培し ている 土地で果樹、 茶、 桑など

が１ ａ 以上ま と ま っ ている も の（ 一定の畝幅及び株間を 持ち、 前後左右に連続

し て栽培さ れている こ と を いう 。） で肥培管理し ている 土地をいう 。

花木類など を５ 年以上栽培し ている 土地も こ こ に含めた。

なお、 樹園地に間作し ている 場合は、 利用面積によ り 普通畑と 樹園地に分け

て計上し た。
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イ 農産物の販売

農産物販売金額 自ら 生産し た農産物を 販売し た場合、 自ら 生産し た農産物を 自ら が又は共同で営

む農業生産関連事業（ 加工品の製造、 農家民宿、 農家レ ス ト ラ ン 等） における 原料

と し て使用し た場合に、 肥料代、 農薬代、 飼料代等の諸経費を 差引く 前の売上金額

（ 消費税を 含む。） を いう 。

なお、 農業生産関連事業における 原料と し て使用し た場合は、 原料農産物の見積

額と し た。

自給部分の見積金額は含ま ない。

集落営農に参加し ており 、 そこ で生産し た農産物の販売権等が集落営農側にある

場合は、 その農産物の販売金額は含ま ない。

観光農園を 営んでいる 場合の入園（ 入場） 料（ 入園料で農産物を 一定量収穫さ せ

る 場合のみ） は、 農産物販売金額に含む。

( 4) 個人経営体

ア 主副業別

主業経営体 農業所得が主（ 農家所得の50％以上が農業所得） で、 調査期日前１ 年間に自営農

業に60日以上従事し ている 65歳未満の世帯員がいる 個人経営体を いう 。

準主業経営体 農外所得が主（ 農家所得の50％未満が農業所得） で、 調査期日前１ 年間に自営農

業に60日以上従事し ている 65歳未満の世帯員がいる 個人経営体を いう 。

副業的経営体 調査期日前１ 年間に自営農業に60日以上従事し ている 65歳未満の世帯員がいない

個人経営体を いう 。

農業専従者 調査期日前１ 年間に自営農業に150日以上従事し た者をいう 。

イ 農業従事者等

基 幹 的 農 業 従 事 自営農業に主と し て従事し た世帯員のう ち、 ふだん仕事と し て主に自営農業に従

者 事し ている 者を いう 。

( 5) 林業経営体

保有山林 自ら が林業経営に利用でき る （ し ている ） 山林を いう 。
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【 ホームページ掲載案内 】

○ 本県の調査結果は、 福島県ホーム ページ中の「 ふく し ま 統計情報BOX」 に掲載し ていま す。

○ 全国の2025年農林業センサス 結果の概要は、 農林水産省ホームページ中の統計情報の分野別分類「 農

家数、 担い手、 農地など 」 にある 「 農林業センサス 」 に掲載し ていま す。

問合せ先

・ 本統計調査に関する こ と

連絡先： 企画調整部統計課

電 話： 024( 521) 7147 ( 内) 2423

・ 本統計調査結果にかかる 農林業施策全般に関する こ と

連絡先： 農林水産部農林企画課

電 話： 024( 521) 7315 ( 内) 3291


